
令和 ７ 年度 第１２回松伏町農業委員会会議録 

 

会 議 日 時 令和８年２月２５日（水） 午後１時３０分 

会 議 場 所 まつぶし緑の丘公園 レクチャーホール 

開 会 時 刻 午後１時２５分 

閉 会 時 刻 午後２時１０分 

議     長 藤江 健広 

 

 

委員出欠状況 

 

議席 氏     名 出欠席 議席 氏     名 出欠席 

１ 岡 野 正 幸 ○ ２ 横 川 朝 治 ○ 

３ 石 塚   要 ○ ４ 飯 島   明 ○ 

５ 須 賀 喜佐子 ○ ６ 横 川 和代子 ○ 

７ 滑 川   浩 ✕ ８ 松 﨑 一 男 ○ 

９ 永 野 浩 司 ○ １０ 山 﨑 良 夫 ○ 

１１ 小 島 康 平 ○ １２ 竹 内    ○ 

１３ 八 木 大 輔 ○ １４ 藤 江 健 広 ○ 

 舛 田   晃（最適化推進委員） ○  小 島 雄 一（最適化推進委員） ○ 

 柴 田 光 善（最適化推進委員） ○  山 﨑 富 康（最適化推進委員） ○ 

 砂 川   進（最適化推進委員） ○  三反﨑 善 隆（最適化推進委員） ○ 

 内 藤 玉 江（最適化推進委員） ○    

 

 

事 務 局 
事務局長 大貫  事務局長補佐 八子 

主査 吉田  主任 蓮沼      

 

 

議事日程 

 

日程第 １       会議録署名委員の指名について 

日程第 ２       諸報告について 

日程第 ３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の許可を求める件について 

日程第 ４ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の承認を求める件について 

日程第 ５ 議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による農用地 

            利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

日程第 ６ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１９条第６項の規定による地域計画の変更 

に伴う農業委員会の意見を求める件について 

日程第 ７ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

日程第 ８ 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について 

 

 

 

 

 

 



会 議 の 件 名 議 事 録 

１． 開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 

 

 

 

 

 

 

大貫事務局長が開会を告げる。午後１時２５分 

 

【あいさつ】 

◎事務局長 

皆さんこんにちは、急な会場変更となり申し訳ございませんでした。 

定刻より少し早いですが、皆さんお揃いですので、令和７年度第１２回

農業委員会定例総会を始めさせていただきます。 

 まず、町からのご報告がございます。令和７年１２月１６日に物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金が国の補正予算で成立しました。 

 それに伴い、松伏町では物価高騰の影響を受けている町民の皆さま、事

業所の支援を行うこととなり、令和８年２月３日の臨時議会で内容につい

て可決されました。 

 主な支援については、全町民に対して５,０００円の現金給付を行うこと

と、全世帯に対して水道基本料金の２ヶ月分を免除し、事業者に対しては

基本料金２ヶ月分の一部２,０００円の減免を行います。 

 その他にも子育て世帯への支援等もございます。 

 町からの報告は以上となります。 

 それでは、開会にあたりまして、藤江会長よりご挨拶お願いいたします。 

  

◎会長 

 皆さんこんにちは。 

 今日は久しぶりのまとまった雨が降っており、久しぶりに水溜まりを見

た気がします。 

 このところ、空気がとても乾燥しており、急に春の陽気になったり、体

調を崩される方が多いと聞いています。 

 これから春からの作業も始まります。体調には十分していただければと

思います。 

 それでは、本日もよろしくお願いします。 

 

◎事務局長 

 ありがとうございました。それでは会長は総会の議長となることとなっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

【開会の宣言】 

◎議長 

ただいまから、令和７年度第１２回定例総会を開会いたします。 

本日の出席委員は、農業委員１３名、最適化推進委員７名であります。 

過半数に達しておりますので、本農業委員会は成立いたしました。 

これより、日程に従い議事に入ります。 

 

【会議録署名委員の指名について】 

◎議長 

まず、会議録署名委員の指名を行います。松伏町農業委員会総会会議規

則第１３条の規定により議長から指名いたします。 

 

１１番 小島 康平 委員 

１２番 竹内  委員 



 

 

 

 

 

 

日程第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、２名の委員を指名いたします。ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、指名のとおり決定いたします。 

 

【諸報告について】 

◎議長 

次に、諸報告を行います。 

まず始めに、総務又は農地委員長からの報告はありませんか。 

 

（なし） 

 

◎議長 

続いて、農協・土地改良区・認定農業者協議会からの報告はありません

か。 

 

◎竹内委員 

 農協からですが、私は農協の理事を務めており、松伏地区は幹事１名、

理事３名で構成されています。 

３年に一度の改選があり、今年の６月までが任期となっています。各地

区の農家組合長のもと推薦人を決める会議があると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

◎議長 

続いて、その他の委員又は事務局からの報告はありませんか。 

 

◎事務局 

 ・不許可相当で進達した案件について 

 ・日程第４議案第２号№2の取り下げについて 

 

◎議長 

以上で報告を終わります。 

 

【議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請書の許可を求める件に

ついて】 

◎議長 

続いて、日程３議案第１号農地法第３条の規定による許可申請書の許可

を求める件について上程いたします。 

時間短縮のため、朗読は省略いたします。 

それでは№1と№2について事務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

№1と№2について○○○○のため、まとめて説明させていただきます。 

案内図は１ページです。 

№1の譲受人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○

○です。 

譲渡人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○で

す。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2の譲受人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○

○です。 

譲渡人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○で

す。 

№1の申請地の地目は○で、面積は○○○㎡農地です。 

№2の申請地の地目は○で、面積は○○○㎡農地です。 

譲渡理由は○○○○です。○○○○のため、売買金額はありません。 

まず、№１の譲受人の経営状況について説明させていただきます。○○

○○さんの世帯の現在の経営農地面積は、全部で○○○○㎡、そのうち田

んぼが○○○○㎡、畑が○○○○㎡です。 

おもな作付作物は○○○、○○○です。 

農機具の所有状況は、耕運機１台、草刈り機１台を保有しています。 

譲受人の農作業暦は○○年で、また、通作距離は○○ｍです。 

世帯の農作業従事状況は、譲受人は年間○○○日、妻の○○さんが○○

○日、世帯合計で○○○日です。１５０日以上のため、農作業に常時従事

すとる認められます。 

今回の申請地の面積を合わせた○○○における経営面積は○○○○㎡に

なります。 

次に、№２の譲受人、○○○○さんの経営状況について説明をさせてい

ただきます。 

議案１－２資料と書かれている営農計画書をご覧ください。権利取得後

における経営面積が５０a 未満のため営農計画書の提出をいただいていま

す。 

１取得目的です。自家消費分の野菜の耕作を目的とします。 

２農業機械、施設の状況及び計画です。トラクター、コンバイン、田植

機を所有しています。 

裏面をご覧ください。 

３農作業従事計画です。作付け作物については水稲及び野菜を作付け予

定です。 

年間の作業計画です。水稲及び野菜について、４月にジャガイモの種植

え、水稲の種まき、５月に水稲の田植、キュウリ、ナス等の苗植え、６月

に玉ねぎ、ジャガイモの収穫、７月にネギの苗植え、８月にナス、キュウ

リ等の収穫、９月に水稲の稲刈り、大根の種まき、１０月にピーナッツの

収穫、ホウレンソウの種まき、１１月に小松菜、春菊の種まき、玉ねぎの

苗植え、１２月に里芋の収穫、１月に大根、白菜の収穫、２月にネギの収

穫、３月に玉ねぎの収穫を行います。 

作業時間、作業者数については、譲受人の○○○○さんは、月約○○日

間の一日当たり約○時間の作業時間です。妻の○○○さんも同じく月約○

○日間の１日当たり約○時間、年間で○○○時間の作業時間を計画してい

ます。従事日数に直しますと、○○さんが○○○日、○の○○○さんが○

○○日、世帯合計で○○○日となります。１５０日以上のため、農作業に

常時従事すとる認められます。 

譲受人世帯の現在の経営農地面積は、全部で○○○○㎡、そのうち田ん

ぼが○○○○㎡、畑が○○○㎡です。 

今回の申請地の面積を合わせた交換後における経営面積は○○○○㎡に

なります。 

通作距離は拠点となる居宅よりで○○○ｍです。 

周辺地域との関係については○○○○さん、○○○○さん共に、引き続

き水稲栽培、野菜の栽培を行い、地域農業者と協調していくとのことであ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、周辺農地への農業上の利用に支障は及ぼさないものと考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま 

す。 

 

◎小島委員 

２月２０日、金曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明

のとおり書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

◎議長 

以上質疑なしと認め、これより採決いたします。 

№1と№2について許可に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手多数） 

 

挙手多数です。 

よって、本案は許可されました。 

 

続いて№3について事務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

 案内図は２ページです。 

譲受人は○○○○に居住する○○○さん、年齢○○歳、職業は○○です。 

譲渡人は○○○○に居住する○○○○さん、年齢○○歳、職業は○○で

す。 

申請地の地目は○、面積は○○○○㎡の農地です。 

譲渡理由は、譲渡人は○○○○によるもので、譲受人は○○○○です。 

また、売買金額は○○○万円です。１反当りの金額は○○○万円です。 

譲受人世帯の現在の経営農地面積は、全部で○○○○㎡、そのうち田ん

ぼが○○○○㎡、畑が○○○○㎡です。 

おもな作付作物は水稲です。 

農機具の所有状況は、トラクター１台、田植機１台、コンバイン１台、

乾燥機１台、噴霧器１台、草刈り機１台、籾摺り機１台、その他７台を保

有しています。 

譲受人の農作業暦は○○年で、また、通作距離は○○ｋｍ ○○分です。 

世帯の農作業従事状況は、譲受人は年間○○○日、妻の○○さんが○○

日、世帯合計で○○○日です。１５０日以上のため、農作業に常時従事す

ると認められます。 

 今回の申請地の面積を合わせた権利取得後における経営面積は○○○○

㎡になります。 

周辺地域との関係については、引き続き水稲の栽培を行い、地域農業者



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と協調していくとのことであり、周辺農地への農業上の利用に支障は及ぼ

さないものと考えられます。 

よって、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべ

てを満たしていると考えます。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま 

す。 

 

◎八木委員 

２月１８日、水曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明

のとおり書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

（なし） 

 

◎議長 

以上質疑なしと認め、これより採決いたします。 

許可に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員です。 

よって、本案は許可されました。 

 

【議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の承認を求める件に

ついて】 

◎議長 

続いて、日程４議案第２号農地法第５条の規定による許可申請書の承認

を求める件について上程いたします。 

それでは№1について事務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

案内図は６ページです。土地利用計画図は３ページになります。 

申請地は○○○○外○筆、○筆合計○○○㎡の農地です。 

譲受人は○○○○に本店があります。○○○○○○○○さんです。 

譲渡人は○○○○に居住されている○○○○さん、年齢○○歳の方です。 

転用目的は○○○○です。 

転用理由は、我が国においては急増する○○○○を賄うため、○○○○

年より国策として○○○○の普及を推し進めてまいりました。その甲斐が

あり現在においては○○の時間帯に関しては、○○○○が発生している状

況にまでなっております。今回の○○○○というのはその余った○○の○

○を一時的に○○○に○○しておき○○以降の○○○○などの○○が止ま

った時間帯の○○に充当するための事業となります。作り出した○○を無

駄にしないサスティナブルな取り組みです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○ではいち早く、普及を図るため、動き始めておりましたが、日本

においても国は法整備を進め、遅ればせながら○年前より推し進める形と

なっております。 

設置に関しましては、各地域の○○○、今回の○○○においては、管轄

する○○○の○○を使用するのですが、どこにでも設置ができるわけでは

なく○○の容量が空いてなければできません。また管轄する○○○にも空

きがある必要性があるため、現時点においては、設置できる場所が限られ

ているのが現状です。今回の設置場所においては○○○○への申請を行い、

必須である容量を満たすことができる○○○を確保できたことから選定い

たしました。  

また工事の際の車両による運搬などの接道や近隣の住居環境など諸条件

が適していたことも理由となります。 

以上の理由から申請をされました。 

工事期間は許可後から○○○までを予定しています。 

被害防除対策については、敷地外周をＵ字溝３００で囲い被害防除を行

います。部外者立ち入り防止フェンスも設置。工作物については、敷地中

央に設置するため農地に影を落とすことはありません。熱も外部に影響は

ありません。 

資金計画について、土地購入費○○○○万円、造成費に○○○○万円、

設備等工事費に○○○○○万円、その他に○○○○万円、消費税が○○○

○万円、合計○○○○○万円です。全額を自己資金で対応するとのことで、

会社名義の残高証明書の写しが添えられています。資金計画については問

題ありません。 

説明については以上です。 

 

◎議長 

続いて、書類審査並びに現地調査結果を、地区担当委員から報告願いま 

す。 

 

◎小島委員 

２月２０日、金曜日に書類審査と現地調査を行いました。事務局の説明

のとおり書類に不備はなく、また、現地も違反はありませんでした。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

◎議長 

説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

◎竹内委員 

 ○○○からどれくらい離れているのか、申請地の周りの農地は作付けが

行われているのですか。 

 

◎事務局 

 ○○○からは、約○○○ｍ離れています。東側については、作付けを行

っています。南側について休耕地となっています。 

 

◎議長 

以上質疑なしと認め、これより採決いたします。 

承認に賛成の方の挙手をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

日程第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（挙手多数） 

 

挙手多数です。 

よって、本案は承認されました。 

  

【議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定によ 

る農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について】 

◎議長 

続いて、日程５議案第３号農地中間管理事業の推進に関する法律第１９ 

条の規定による農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について事

務局から説明をお願います。 

 

◎事務局 

議案第３号と書かれた資料をご覧ください。令和３年６月１日から農地

中間管理機構を通した貸し借りで、受け手として○○○○が耕作を行って

いましたが、○○○○が撤退をするとのことで、令和８年６月１日から令

和１３年５月３１日までの残りの期間を○○○○が新たな受け手として耕

作するものです。 

 この受け手の変更について、意見等があるか審議していただくものです。 

 説明については以上です。 

 

◎議長 

説明が終わりましたので、これについてご質疑、ご意見はありませんか。 

 

◎岡野委員 

 中間管理権の設定を行う者が空欄なのはなぜですか。 

 

◎事務局 

 すでに土地所有者から公社へ貸付ける手続きが終了しており、今回は 

公社から貸付けを受ける受け手の変更のため、空欄となっています。 

 

◎議長 

以上質疑なしと認め、これより採決いたします。 

意見なしの方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員です。 

よって、本案は意見なしとされました。 

 

【議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１９条第６項の規定による地域

計画の変更に伴う農業委員会の意見を求める件について】 

◎議長 

続いて、日程６議案第４号農業経営基盤強化促進法第１９条第６項の規

定による地域計画の変更に伴う農業委員会の意見を求める件について上程

いたします。 

 それでは№1について事務局から説明をお願います。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第８ 

 

 

 

 

 

◎事務局 

 議案４－１と書かれた資料をご覧ください。 

○○○地区において、目標地図で担い手が特定されている農地が農地転 

用を予定していることから、地域計画から除外する変更の手続きが必要と

なりました。 

この地域計画を変更することによって地域計画の達成に支障を及ぼすお 

それがないと認められることとされており、町から農業委員会の意見を求

められています。 

審議するにあたって、集積集約化の支障になるのか、担い手に対する農 

用地の目標集積率に支障が出るのか、農用地の集団化に支障があるのかを

審議していただきます。 

それでは、申請地について説明させていただきます。 

申請地は○○○○、地目は畑 面積は○○○㎡、同所○○○○、地目は 

○、○○○㎡です。合計で○○○㎡になります。 

変更前はオレンジ色で、○○○○となっています。 

土地所有者は、○○○○に居住している○○○○さんです。 

計画者は○○○○に本店があります、○○○○さんです。 

申請内容は、○○○○を計画しています。 

説明については以上です。 

 

○議長 

説明が終わりましたので、これについてご質疑はありませんか。 

 

（なし） 

 

○議長 

 以上質疑なしと認め、これより意見を求めます。 

 やむを得ないに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員です。 

よって、本案はやむを得ないとされました。 

 

【報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理につい

て】 

◎議長 

続いて、日程７報告第１号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

○○地区において、届出書の提出がありましたのでご報告させていただ 

きます。 

 

【報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約について】 

◎議長 

続いて、日程８報告第２号について事務局報告願います。 

 

◎事務局 

○○地区において、合意解約書の提出がありましたのでご報告させてい



午後２時１０分、八木会長職務代理の閉会の辞を以って終了する。 
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ただきます。 

 

◎議長 

以上をもって、本定例総会に付議された議案はすべて終了いたしました。 

その他として、委員または事務局から何かありますか。 

 

◎事務局 

・来月の総会日時について 

 ・令和８年版農委だよりについて 

 ・活動記録セットについて 

  

◎議長 

その他何かありますか。無いようですのでそれでは閉会いたします。 

閉会の挨拶を、八木会長職務代理よりお願いします。 

 

◎八木会長職務代理 

お疲れ様でした。 

会長も冒頭のあいさつでおっしゃっていましたが、雨が久々に降って、

この雨を待っていたのですが、雨が降れば明日から忙しくなる、春が近づ

いてきているんだと感じています。 

季節の変わり目で気温差も出てきます。十分注意していただければと思

います。 

お疲れ様でした。 


